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カリフォルニア州上院議会

　6 月 18 日、開催中の上院議会を訪問し
た JBA、JCCNC は、ケルビン・デ・リオン
第 50 代カリフォルニア州上院仮議長から、
議員に対して紹介されるという栄誉を受け
た。デ・リオン仮議長は、去る４月に上院
議員数名と共に日本を訪問していることか
ら、親しみのこもった紹介となり、集まった
上院議員からは大きな拍手を受けた。
　紹介時には、カリフォルニア州は日本と

強固な経済的な連携、歴史的なつながりが
あるだけでなく、貴重な友情も分かち合って
きたこと、また日本のビジネスはカリフォル
ニア州に大きな経済的貢献をしており、製
造工場、物流センター、小売業、金融関係
のビジネスで、雇用を生み、カリフォルニ
アの税収入にも大きく貢献していることが言
及された。加えて、 現在、高速鉄道（High 
Speed Rail）を建設中のカリフォルニアに
とって、世界的に有名な新幹線の国である
日本との関係は特に重要であると紹介され

2015年度サクラメント訪問報告
商工部会

　JBAは、北加日本商工会議所（JCCNC）と共同で、毎年州都サクラメント
を訪問しているが、今年も6月17日、18日両日に訪問を実施した。同訪
問は、カリフォルニア州政府との関係維持・強化を図る目的で二十数年来
毎年継続して実施しており、今年は、カリフォルニア州に対する日系企業
の貢献度をさらにアピールし、日系企業が州内で事業活動を行うのに直結
した具体策や、日本の新幹線技術や安全性に関するアピール、および会員
企業社員、家族の運転免許証取得に関するDMVとの友好関係・支援の継続
の確認等に重点を置いた。

る場面もあった。

Go-Biz との会議

　「Go-Biz（Governor’s Office of Business 
and Economic Development、経済促進知
事室）」は、ジェリー・ブラウン州知事がカ
リフォルニア州の経済促進と雇用創出のた
めのシングルコンタクトポイントとして創設し
た州知事特命機関であり、今年の会談は 3
回目。例年とは異なり、今年は下記のよう
な具体的な内容に踏み込む会談となった。
■ California Competes Tax Credit
　カリフォルニア州の税控除プログラムであ
る「California Competes Tax Credit」は、
カリフォルニアに納税している企業であれ
ば、会社の規模を問わず申請することが可
能である。１年に３回、審査ラウンドがあり、
総額の税金控除は 1 億 5000 万 ～２億ド
ル。先回のラウンドには 260 社超が参加し、
62 社が受領。日系企業も含まれている。ど
れだけの雇用を生むか、どのような雇用を
生むかを定量的と定性的に判断する。
■ MOC
　7 月 末 に「MOC（Memorandum of 
Cooperation）」の事前調査の結果レポート

〈今回の訪問日程〉
■6月17日（水）
•カリフォルニア陸運局（DMV）との会談
•カリフォルニア州経済促進知事室（Go-Biz）との会談
•	カリフォルニア州政府幹部・上院・下院議員とのレセプション
■6月18日（木）
•カリフォルニア州上院議会にて紹介を受ける
•カリフォルニア州地震対策委員会との会談
•カリフォルニア商工会議所との昼食懇談会
•カリフォルニア環境保護局との会談

〈参加者〉
JBA：	三宅会長、大川商工部会長、川田商工部会副部会長
石川商工部会員、高橋JBA専務理事
JCCNC：山室会頭、片山理事、佐藤理事、難波理事
中村理事、冨田特別顧問、浦部氏、中川事務局長

上院議会の訪問に際し、デ・リオン仮議長からの紹介を受けるJBA、JCCNC訪問メンバー
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る。また開発によりどれだけの雇用が生ま
れるかも重要な決定要因となる。JBA から
は、特に技術面、安全面の重要性の観点
から、システム全体としての優位性におい
て、日本の鉄道会社が優れている旨を強調
した。

DMV との面談

　JBA 会員企業の社員および家族、特に
日本からの出向者の運転免許証発行に対す
る DMV の協力と支援に対し、感謝を述べ、
ジーン・シオモト長官から今後も継続して
支援をいただく約束を取り付けた。JBA は
過去長い年月サクラメント訪問時に DMV を

が NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構）より出される見込
み。その後、開発ステージに移行する。州
知事は蓄電池に関して興味を持っており、
再生化エネルギーの要になると期待してい
る。水関係技術は、ロサンゼルス近郊でプ
ロジェクトを進めている。
■高速鉄道分野
　高速鉄道の開発業者を決める際には、費
用、技術力、安全性の３つが考慮される。
特に費用は重要な検討項目である。開発に
は高額な費用がかかることを考慮して、ファ
イナンスの方法や、駅周辺の商業開発に関
するプランの提示が必要になると予期され

訪問し、また賀詞交歓会、VIP Reception
等の重要イベントに長官を招待し、友好関
係を構築・維持してきている。

その他の出来事

　その他、カリフォルニア州地震対策委員
会との昨年に続く２回目の会談、本年初め
てのカリフォルニア環境保護局との会談を
含め州政府機関との有意義な会談を実施し
た。また、カリフォルニア商工会議所とは幹
部との昼食懇談会を実施した。このサクラメ
ント訪問により JBA 会員企業がさらに具体
的なメリットを享受できるよう、引き続き取
り組んでいきたい。

DMVとの会談。正面中央はジーン・シオモト長官 カリフォルニア商工会議所とは昼食懇談会を行った。前列中央はアラン・ザレンベルグ会頭Go-Bizとの会議は今年で3回目

新入会企業紹介 各部会からのお知らせInterviewReport Seminar
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三井倉庫は食品の温度管理輸送を開始しました

お問い合わせ：800.mitsoko (6487656)
sales@mitsui-soko-usa.com
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MITSUI-SOKO(U.S.A.)INC.◎三井倉庫インター
ナショナルの米国拠点として、北米における倉
庫保管、輸送など物流サービスを全米6拠点で
提供。1971年にオフィスを開設し、82年に正
式に会社として設立。LAオフィスが米国本社。

家族と週末を満喫するための
出張用３種の神器
　このインタビューの前に趣味は何だろう
と考えてみたんです。「料理」と言ったら、
家族から「食べたいから作るだけでしょ」と。
それで気が付いたのですが、趣味は食器
洗いですね。倉庫屋の職業柄でしょうか。
散らかっている物を片付けてキレイにする
のが好きなんです。家族からも「確かにそ
うだ」とお墨付きを得ました（笑）。
　今回の米国駐在は 2013 年からで３度
目で、97 年、05 年に続き家族も一緒です。
初の駐在の際、周囲の米人スタッフが、ご
家族より一足先に渡米して単身赴任中だっ
た先輩を見て「単身赴任なんて信じられ
ない」と言うのを聞き、米国では家族との
関係がどんなに重要視されるか知りました。
また２度目の駐在の時には、十数年、米
国勤務された方に「米国では家族を大事に
しないマネージャーはいくら仕事ができて
もダメだよ」と言われたこともずっと記憶に

残っています。
だ から家 族 に

「 来 た 方 が い
いよ～」と。子
どもは 学 校 が
変 わると大 変
な部分もありま

すが、世界中に友達ができて、コネができ
るんだと納得させています（笑）。今、家族
はこちらの生活を満喫しているようです。
　ここ数年は、月の半分以上に上るほど
出張が多いので、週末をどのように家族と
一緒に楽しく過ごすかが課題です。ですか
ら、いかにして飛行機での移動時間を趣味
や睡眠にあてるかが特技と言えば特技です
ね。耳栓と枕、そしてアイマスクが３つの
必需品です。上の写真のアイマスクは 97
年から使っているもの。洗濯はしていますよ

（笑）。最近の週末はもっぱら子どものサッ
カー観戦と MLS の LA Galaxy の観戦です
ね。どちらの観戦でも行ったらビールを飲
んでいますので、グラウンドの外で私がし
ていることは同じですが。

ビジョンを定め直し
一所懸命の５乗で疾走
　97 年の駐在から米国と日本を行ったり
来たりしているのですが、米国と日本を比
較すると、米国は目的志向と言えばいいの
でしょうか、非常にプラグマティックですよ
ね。目的を明確にすると、そこに向かって
皆が走ってくれます。13 年に米国に来てか
ら会社のビジョンを「お客様第一」と定め
直したのですが、私たちの企業価値はお客
様に受け取ってもらって初めて見つけ出せ
るもの。その軸をぶらさないようにしようと

COMPANY INFO

    インタ     ビュー

私のLA  ライフ 
ロサンゼルスで活 躍するJBA会員
企業の皆さんの、企 業人としての
姿と、オフの素顔を お伝えします。

思ったのです。
　米国での倉庫業は、日本のように物を預
かっておくような立ち位置ではなく、物流と
いうサービスの一部です。つまり市場の状
況が変われば、当社のお客様の業種も変
わっていきます。それに応じて、必要とさ
れるサービスも変わってきまよね。例えば、
現在、当社は食品関係に力を入れている
のですが、輸入通関のご相談や配送、包
装なども提供するのが便利だろうか…と試
行錯誤をしています。アメリカという国は商
売の国ですから、物流もメジャー級の企業
が集まっています。その中ではそこそこ頑
張るのでは十分ではなくて、ビジョンを明
確にして、一所懸命の５乗くらい頑張らな
いといけないと思うのです。
　実は昨年 10 月に、各社がそれぞれの
部門のプロフェッショナルを目指そうと、三
井倉庫ホールディングスは分社化し、当社
は三井倉庫インターナショナルの北米部門
になりました。「お客様第一」を軸に、今
後は北米をはじめ全世界の物流のプロとし
て、お客様にさらに便利なサービスを届け
ていけたらと思っています。

趣味は皿洗いに料理。「１人暮らしが
約10年と長かったので料理をするよ
うに。家族に好評なのは味噌汁かな」

「お客様第一」を軸に　　　  　　 
物流のプロとしてサービスを提供
1968年熊本県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、92年に三
井倉庫に入社。97年から１年間半LAで研修。2005〜09年はLA
駐在、09〜10年はニューヨーク駐在。帰国後は、営業部を経て事
業開発室勤務。13年よりLA駐在となり、現職。

MITSUI-SOKO(U.S.A.)INC. 
President

井
い の う え

上 雅
ま さ ふ み

文 さん
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新入会企業紹介 各部会からのお知らせInterviewReport Seminar

Yokohama Tire Corporation◎横浜ゴム株式会
社の、北米におけるタイヤの製造・マーケティ
ング拠点として、1969年にLAに設立。乗用車、
トラック、バス、小型トラック、建設用車両な
ど多様なラインナップのタイヤを展開する。

日本でもアメリカでも基本は
信頼し合える人間関係
　 米 国 赴 任は、93 年、2010 年に続き、
今回で３度目です。93 年の赴任は、実は
妻と付き合い始めたばかりの頃。ロサンゼ
ルスのような良い所に赴任になったので帰
任になるまで待つよりも…と、付き合って６
カ月目にプロポーズ。その後の１年半の勤
務は、妻と楽しくアメリカで新婚旅行をして
いるような気分でした。２度目の駐在も妻、
そして当時８歳の子どもも来てくれたので
すが、今回は子どもが中学校に上がったば
かりで…残念ながら単身赴任です。もう毎
週ゴルフし放題、スポーツも観戦し放題で
す。日本人らしくない言い方ですが（笑）、
妻を愛しているので、本当は家族が一緒に
いてくれたらなあと思っていますよ。
　渡米前には、日本と海外の働き方は異
なると聞いていたので、自分の仕事の仕方
が通用するか疑問に思っていました。しか
し意外に共通点が多かったです。異なる点

は、 アメリカ
の方がはっき
り言う必 要が
あることでしょ
うか。日本の
ように行間を
読めというの

はできませんから、誤解が生まれないよう
に表現をシンプルにして伝えていく必要が
あります。しかし、信頼し合える人間関係
が基本にある点は変わらないと思います。
　私の仕事はそうした信頼や人間関係で
広がった部分が大きくあります。入社して
最初に配属されたのは経理部でしたが、経
理部はいったんその世界に入ると、なかな
か経理以外の仕事をする機会がないのが
通例です。ですが私の場合は、偶然経理
の範囲にあたるタイヤ原価企画部にいた時
に、横にあったタイヤ企画部から声をかけ
てもらい、03 年からタイヤ事業の仕事をす
るように。実は、声をかけてくださったタイ
ヤ企画部の当時の部長は、以前に私の隣
の課にいた時に僕の仕事ぶりを見て覚えて
くれていたのです。タイヤ企画部では、経
理の知識を使って予算を作り、決算を確認
する仕事をしたのですが、それらは事業活
動を理解して初めてできること。分からな
い時は必ず元の部門に行ってヒアリングを
して事業の中身を理解するようにしたこと
で、事業や計画についてさまざまな提案も
できるように。タイヤ事業への異動は自分
の世界が広がった大きな転機でした。

当たり前のことを
当たり前にする大切さ
　タイヤは業界全体として伸び続けてい

COMPANY INFO

    インタ     ビュー

私のLA  ライフ 
ロサンゼルスで活 躍するJBA会員
企業の皆さんの、企 業人としての
姿と、オフの素顔を お伝えします。

る非常に恵まれた業界です。 しかし昨年、
当社は生産が需要に追いつかず、売り上
げを伸ばすことができませんでした。今は
開発と物流を改善し、販売増に努めている
ところです。実は横浜ゴムグループの売上
の２割は、当社が担っています。つまりこ
この販売成績が良くならないことには、グ
ループ全体が伸びていきません。それだけ
の重責を背負っていますので、毎年着実に
5%、10% と伸びていく会社にできればと
思っています。
　そのためには、当たり前のことを当たり
前にできる会社にする必要があります。例
えば、供給が追いつかなかったのも、当た
り前であるはずの計画をきちんと作って準
備ができなかったからです。私は「自分が
イヤだと思うことを人にはしない」というこ
とをモットーにしているのですが、それも
本当は当たり前のことですよね。当たり前
のやるべきことをきちんとやれば会社は良
くなっていくと思うのです。仕事ってその王
道しかないんですよね。逃げないでやるべ
きことをずっとやっていく、それしかないと
思っています。

やるべきことをやる
仕事はその王道のみ

Yokohama Corporation of North America
Yokohama Tire Corporation

Executive Vice President

武
た け だ

田 直
な お き

樹 さん 

1963年東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、88年に横
浜ゴム入社。経理部、タイヤ販売業務部、三島工場業務課、タイヤ
原価企画部などを経て、2003年、タイヤ企画部に。10年からはタ
イヤ事業全体を統括するタイヤ企画部長を務め、13年より現職。

ゴルフ上達の秘訣も「数」の王道のみ。
「年間60ラウンド回ると、さすがに上
達しますね」と武田さん
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雇用訴訟の和解金は非常に高額
責任者は誰？

　アメリカの雇用法は非常に複雑だ。特に
カリフォルニア州は全米で最も難しいとされ
ている。こうした中、近年賃金や労働時間
に関する訴訟が急増している。その例とし
て北川弁護士は、ロサンゼルス郡地方裁判
所を紹介した。それによると、2012 年に
約 4000 件だった訴訟件数は、14 年には
6000 件に増加。中でも団体訴訟は 970 件
から 1700 件と急増している。しかしロサン
ゼルス郡でこうした複雑な訴訟を担当できる
判事はたった 7 人。オレンジ郡にいたって
は判事 1 人が担当する年間平均訴訟件数は
なんと 600 件という異常事態が続いている
そうだ。

　周知の通り、アメリカには連邦法と州法が
ある。カリフォルニアではその両方が適用さ
れるが、通常はより高い必要条件を課する
法律に従うことになる。最低賃金に関して言
えば、連邦法では 1 時間 7.25ドルで、労
働時間が週 40 時間を超えると残業手当を
支給しなければならない。これに対してカリ
フォルニア州法では、最低賃金は 1 時間 9
ドル。残業手当は 1 日 8 時間を超過する場
合に支払う。
　従業員の会社に対する訴訟は、こうした
最低賃金規定の違反以外にも、残業手当や
食事・休憩時間、記録管理など多岐にわた
る。中でも記録管理では、本来企業に義務
付けている従業員の情報が欠落することで
訴訟で不利となるほか、法律違反で罰せら
れるという（後述）。
　さて、1 人で訴えてもあまりインパクトが
ないことから集団訴訟になることが多いアメ
リカ。和解金は非常に高額で、12 年度に
支払われた和解金の総額は 4 億 6700 万
ドルに達する。これまで企業が払った巨額
の和解金では、保険会社の Farmers の 2
億 1000 万ドルを筆頭に、銀行の Bank of 
America の 7300 万ドルなどの例がある。

企業の種類は商社や食品、小売、通信など
さまざまで、最近ではプロ野球やフットボー
ルのチームがチアリーダーから訴えらえれる
ケースもある。Oakland Raiders の 120 万
5000 ド ル や、Tampa Bay Buccaneers の
82 万 5000ドルなどがそれである。
　このように企業が訴えられた場合、その会
社の取締役会員や役員、マネージャー、株
主などに責任が及ぶのであろうか。その答
えは「州によっては YES」である。「連邦法
と全米の主な州の法律では、取締役員やマ
ネージャー、株主はその責任者となります。
たとえ会社が破綻しても責任が個人に及び
ますので、全米展開している企業は注意し
てください。しかし、意外にもカリフォルニ
ア州法は経営陣寄りの法律を採用しており、
取締役員やマネージャー、株主には責任が
及びません。その意味ではカリフォルニア州
法は企業を守っていると言えます」。
　さて、雇用法において違反をした場合、
その時効は連邦法と州法で異なる。連邦法
では、意図的でない違反の時効は 2 年で、
意図的な場合は 3 年。一方カリフォルニア
州法では、基本的に時効は 3 年だが、口頭
契約では 2 年、書面契約では 4 年となる。

「雇用訴訟」

企画マーケティング部会

　去る6月26日、トーランスのToyota USA Automobile Museumで、ビジネスセミナー
「『雇用訴訟』－ 賃金・労働時間違反における訴訟の増加－未払い残業手当、誤分類及び
その他賃金・労働時間の雇用法違反」を開催した。講師に北川＆イベート法律事務所か
ら北川リサ美智子弁護士を招き、「雇用訴訟」にテーマを絞って講演。賃金・労働時間、休
憩・食事時間などの法令違反についての判例のほか、企業のリスクマネージメント戦略
にも言及するなど、在米日系企業にとって実践的なセミナーとなった。

カリフォルニア州、テキサス
州、ニューヨーク州、ジョージア
州弁護士。京都大学法学修士。米
国弁護士協会会員、米国連邦最
高裁判所認定弁護士。経験専門
技術、道徳性において全米の弁
護士トップ５％に選出される。
訴訟全般から裁判まで、全米規
模で日系企業の顧問を担当。

［講師］
北川リサ美智子 弁護士

第184回JBAビジネスセミナー報告

アメリカにおける日々の企業活動に直結する内容とあり、ア
メリカ人従業員を抱える日系企業から多くの人が出席した。
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賃金違反の訴訟
企業が留意すべき点

　従業員が最低賃金違反で訴訟を起こした
場合、被告側となる企業は未払い賃金をは
じめ、未払い賃金と同等の損害賠償額、弁
護士費用や諸経費などを支払うことになる。
さらに連邦法では、意図的な最低賃金違反
は 1 件につき 1 万ドルまでの罰金か 6 カ月
までの服役もしくは両方（罰金および服役）
が必要となる。カリフォルニア州法ではさら
に厳しい罰則を設けている。
　続いて、最低賃金や労働・通勤時間、賃
金レート、ボーナス、飲食業界におけるチッ
プの扱いなど、従業員から訴えられないた
めの留意点を紹介。特に残業代については、
連邦法では 1 週間で 40 時間以上働く場合、
超過分が通常の給与の 1.5 倍になると説明。
一方カリフォルニア州法では、残業は① 1
日 8 時間以上 12 時間以内の労働時間、②
勤務連続 7 日目の最初の 8 時間、③毎週
40 時間以上の労働時間、④ 1 日 12 時間
以上、⑤勤務連続 7 日目の 8 時間以上の
５つに分類されており、このうち①②③は通
常の給与の 1.5 倍、④⑤は 2 倍の手当が必
要とした。
　冒頭で出た記録管理は日系企業の弱点と
なりやすく、会社に義務付けられている従業
員情報について具体的に説明した。それに
よると、①従業員の姓名、ソーシャルセキュ
リティー番号下 4 桁、②郵便番号を含めた
住所、③ 19 歳以下の場合は生年月日、④
性別と職業（カリフォルニア州はなし）、⑤
就業週の開始曜日と時間、⑥日ごとの就業
時間、⑦週ごとの就業時間。⑧賃金支払い
形態（時給、週給、出来高等）、⑨通常時
間給、⑩標準勤務時間での日給、もしくは
週給、⑪週単位での残業手当総額、⑫従業
員給与からの源泉と追加給与の全て、⑬賃

金期間中の支払い合計、⑭賃金支払期間と
支払日が 14 項目を必要とのこと。
　給与支払い日規定では、（残業代を支払
わなければならない）Non-Exempt の従業
員には月 2 回の給与を支払う義務があり、
たとえ少額でも月 1 回にまとめてはいけない
と解説。さらに解雇した従業員には就業最
終日に給与を支払い、退職の場合は退職後
72 時間以内に支払わなければならないとし
た。「注意してほしいのは、72 時間は３営
業日の意味ではないことです。週末にかか
る場合もありますので注意してください」。
　折しもセミナーの 1 週間後（7 月 1 日）
から施行された病欠手当てに関する新法に
も言及した。「カリフォルニア有給病気休業法」

（California Paid Sick Leave Law）と呼 ば
れる法律で、フルタイム、パートタイム、臨
時社員などの区別なく、全社員が 30 時間
の労働ごとに１時間の病欠有給が支給され
るもので、雇用１日目から適応対象となる。

Exempt と
Non-Exempt の違い

　日系 企 業 がよく混 乱 する「Exempt」と
「Non-Exempt」、つまり残業代を支払わな
ければならない従業員かそうでない従業員
かについては、「法律では基本的に従業員
は Non-Exempt ＝残業代の支払いが必要な
従業員です。その適用除外カテゴリーに属
する従業員だけが Exemptとなります」と説
明。それによると、Exempt であるには給与
基準と任務基準の２つの条件を満たす必要
があるという。給与基準については、連邦法
では週給 455ドル、カリフォルニア州法では
720ドル以上の給与を得ている必要がある。
任務基準については、連邦法では主要任務

（Primary Duty）に就く従業員を、カリフォ
ルニア州法では実務の 50％以上で主要任務
に就く従業員を指している。

　主要任務とは、①役員、②総務、③専門職、
④外回り営業、⑤高給社員の 5 つのカテゴ
リー。③は有資格の専門職と、修学もしくは
芸術的な専門職の 2 つに分けられ、前者は
医師や弁護士、会計士など、後者は俳優や
ダンサー、演奏家などが該当する。さらに最
近ではコンピューター専門職というカテゴリー
もある。これは、コンピューターを修理する
人ではなく、システムの分析技術やその手続
き、ハードウェア、ソフトウェア、システム仕
様や開発設計の文書化、分析、検査や修正
などに従事する人で、かつ最低賃金が年給
約 8 万 6000ドル以上の従業員。
　④は就業時間の 50％以上会社にいない

（外回りをしている）従業員が属するカテゴ
リー。これについて、「外回り営業職の職務
記述書（Job Description）には、営業内容
やそのターゲットなどを記載するだけでは不
十分です。『就業時間の 50％以上社外にい
ること』と明確に書いてください。そうでな
いと Non-Exemptとなってしまい、残業代の
支払いが生じます」と注意を喚起した。最
後の⑤は新しいカテゴリーで、年給 10 万ド
ル以上の従業員のことを指す。そして、役員

（Executive）、 総 務（Administrative）、 専
門職（Professional）の任務のいずれかを最
低一役担当していることが必要であるとした。

参加者の声

Imuraya USA, Inc.の横山さん
「弊社でも現地従業員との間で
多様なトラブルが考えられま
す。それに関連した内容を端的
に説明いただき良かったです。
大変参考になりました」

永野森田会計事務所の郭
かく

さん
「判例を交えた具体的な話でた
めになりました。私は会計事務
所勤務ですが、たまにクライア
ントから人事関連の質問を受
けるため参加しました」

新入会企業紹介 各部会からのお知らせInterviewReport Seminar
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日本企業にも適用
FCPA の基本概念とは

　講師の正田美和弁護士は、冒頭で、米国
外の公務員に対する贈賄行為を禁止している

「FCPA」（The Foreign Corrupt Practices 
Act、連邦海外腐敗行為防止法）違反行為
に対しては、連邦司法省（DOJ）と連邦証
券取引委員会（SEC）の両方が取り締まっ
ていることを明示し、DOJ は刑事責任を追
及し、SEC は主に米国で上場している企業
に対して民事制裁を科することを説明した。
　DOJ が調査を開始した場合、司法取引
による有罪答弁と引き換えに減刑を受ける
ケースがほとんどで、SEC による提訴の場
合も同様に和解に至るのが一般的という。
しかし、罰金額は非常に高額で、シーメン

ス社の 8 億ドルを筆頭に、アルストム社の
7 億 7200 万ドル、KBR ／ハリバートン社
の 5 億 7900 万ドルなど、中小企業なら簡
単に倒産するほどの金額である。しかもこれ
ら全てが減刑後の額という事実に、参加者
らは驚きを隠せない様子だった。
　FCPA で禁止されている具体的な行為は、

「反賄賂条項」と「会計帳簿条項」に違反
する行為である。「反賄賂条項」とは、事
業の獲得等を目的として、外国公務員に金
員やその他何らかの価値のあるものの提供
の申し出やその約束、承認を禁止したもの。
現金だけでなく、旅行や寄付金、ディスカ
ウントチケット、クーポンなどの提供も禁じ
られ、第三者を通しての提供も違法となる。
　この反賄賂条項は、米国内のあらゆる上
場・非上場会社、米国市民、米国で行動
する外国人にも適用される。もちろん日本
企業の米国子会社も含まれる。特筆すべき
は、贈賄に関連する行為が米国内で行われ
た場合は、外国企業であっても FCPA が適
用されることである。「日本にある日本企業
が中国で賄賂行為をしたとします。その行
為が何らかの形で米国と関わっていた場合、
FCPA の反賄賂条項が適用されます。例え
ば、米国のサーバーを経由して関連する E

メールを送受信しただけのような、米国と
の関わりがほとんどないと思われる行為に
ついても、米国政府は FCPA の反賄賂条項
を適用して取り締まっています」。
　一方、「会計帳簿条項」は米国で上場し
ている企業のみに適応される。通常、贈賄
行為が行われた場合は、それを隠ぺいする
ために正確な帳簿や記録、勘定書を保持し
ない。これを取り締まるのが「会計帳簿条項」
で、通常は賄賂行為発覚後に「反賄賂条項」
と併せて問題になるそうだ。

FCPA が問題になりやすい場面と
最近の事例

　賄賂が横行するインドネシア・中国・中
南米・アフリカなどでは、贈賄が事業展開
に不可欠であることも多く、そのため FCPA
違反のリスクも高まる。特に日本企業の米
国子会社は、贈賄が横行している中南米で
の事業を担当していることが多い一方、米
国子会社には法務部やコンプライアンス部、
FCPA コンプライアンスに関するトレーニン
グがないことも多いため、正田弁護士は注
意を促した。しかも、米国子会社が起こし
た贈賄行為については、米国子会社だけで
はなく日本の親会社が責任を問われること

「FCPAアップデート
—最新事例、コンプライアンス、発覚時の対処法—」

企画マーケティング部会

　去る7月10日、トーランスのToyota USA Automobile Museumで、第185回JBAビジネスセミナーを開催した。米国では昨今、外
国公務員への贈賄行為違反によるFCPA違反での企業摘発が頻発。日本企業やその子会社にも非常に高額の罰金が科せられていると
いう。そうした危機感から、大勢の日系ビジネスパーソンがセミナーに参加。FCPAの基本内容や最新事例、FCPA違反が発生しや
すい場面などの詳説に熱心に耳を傾けていた。

東京大学法学政治学研究科修
士。在学中に（旧）司法試験に合
格し、2004年から07年まで森・
濱田松本事務所で弁護士として
勤務。08年にシカゴ大学ロース
クールLL.M.修了後、LAで執務
を開始。現在はJenner & Block法
律事務所でSpecial Counselを務
め、数多くの日本企業を代理。

［講師］
正田美和 弁護士

第185回JBAビジネスセミナー

FCPA違反を防止するためのプログラムや違反と疑われた
場合の具体的対応など、貴重な情報が多く提供された。
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はよくあるという。
　また、前述の通り間接的に賄賂が提供さ
れた場合でも FCPA 違反になるところ、外国
政府機関とのやり取りを代行するエージェン
トやコンサルタントらを利用する場合には、
彼らが独断で贈賄を行うようなケースもあり、
その動きにも注意が必要とした。このような
場合でも、コンサルタントを雇った企業側に
責任が及び、「第三者の行為について知ら
なかった」という抗弁は原則認められない。
　最近の事例の中で正田弁護士が強調した
のがレイン・クリスティンセン社の事例。同
社は 2014 年 10 月に FCPA 違反で SEC に
提訴され、2 年間に及ぶ改善措置およびコ
ンプライアンス措置の実施状況を SEC に報
告することが義務付けられたものの、調査
への協力行為が大きく考慮されて、民事罰
金の額が大幅に減額されたそうだ。具体的
には、違反発覚と同時に外部弁護士や会計
士を雇って内部調査を実施し、事前調査の
結果を SEC に自主的に報告した。また、関
与した従業員を速やかに解雇し、世界中の
事業全部についてリスク評価を実施。SEC
からの書面提供要請にも迅速に対応した。
こうした事例を列挙した後で、正田弁護士は

「違反行為が発覚した場合でも、全面的な
協力姿勢を示すことで、被害を最小限に抑
えることが重要です」と付け加えた。

FCPA 対策としての
コンプライアンス・プログラム

　コンプライアンスが連邦法や州法の遵守
のために重要なのは当然だが、違反行為が
発覚した場合に可能な限り会社を守るとい
う観点からもコンプライアンスは重要と語る
正田弁護士。FCPA の違反が発覚した場合、
DOJ や SEC はその会社がどんなコンプライ
アンス・プログラムを遂行していたかを調
査する。そして、モルガン・スタンレー社の

ように、適切なプログラムを遂行していたこ
とを理由に、大幅な減刑を受けたり責任を
問われずに済んだりするケースもある。つま
り、コンプライアンス・プログラムは、予防
法的な側面と、問題発覚時に追訴裁量や量
刑軽減を大きく左右する側面の両方の観点
から重要というわけである。
　正田弁護士は、効果的なコンプライアン
ス・プログラムとして米国政府が必要として
いる次の 7 つの要素について説明した。
①規程・手続　行動規範を策定し、会社と
してのコンプライアンスに対する基本方針
を明確に示す。また、犯罪行為防止・発見
のための基準や手続き、懸念分野に関する
特別な規程を策定すると共に、策定・修正
や監査の記録も適切に保持する。
②取締役会による監督・日々の責任　取締
役会はコンプライアンス・プログラムの運用
について十分理解し、同会からのトップダウ
ンとして正しく遂行する。また、コンプライ
アンス担当役員を設置して、取締役会に直
接報告できるようにしておく。
③雇用前・利用前のデュー・ディリジェンス
雇 用 前に役 職に応じたバックグラウンド
チェックを行う。コンサルタントやエージェン
ト、ディストリビューターなどの第三者につ
いても、利用前に適切なデュー・ディリジェ
ンスを行い、不正行為を行わないことを誓
約する条項を規定した契約を書面で締結し
ておく。また、デュー・ディリジェンスを行っ
たことの証拠を残しておく。
④トレーニング　社員全員を対象としたト
レーニングを実施する。適切な言語で実施
することが重要で、例えば中国で働いてい
る従業員に対して日本語でトレーニングして
も無意味とされる。また繰り返し実施し、そ
の記録を残しておく。
⑤モニタリング・監査、報告　特にホットラ
インを設置するなどして匿名報告を可能に

することが重要。報告者に報復をしてはな
らず、内部通報者を保護する。また、時々
監査を実施して問題がないか点検する。
⑥奨励・懲戒　違反行為を犯した社員を速
やかに懲戒にする一方、できればコンプラ
イアンス・プログラムを遵守する者や犯罪
を報告した者に対してはボーナスなどの特
別報奨金を支給する。
⑦対応・改善　FCPA 違反が発覚した場合
には、直ちに独立した内部調査を実施して、
改善措置を講じる。政府による調査がまだ
開始されていない場合には、政府に自主的
に報告するか否かを判断することが必要と
なる。他方、政府による調査が既に開始さ
れている場合は、減刑を受ける代わりに有
罪答弁を行って政府の調査に協力するか否
かを判断することになる。

FCPA 違反行為が
発覚した場合の対応

　上述のように、FCPA 違反が発覚した場
合には、直ちに独立した内部調査を実施し、
徹底した改善措置を講じて、政府による調
査に対して「確かに過去に問題行為があっ
たが、既に改善措置が取られており、同じ
問題は再度発生しない」と言えるようにして
おくことが重要としてセミナーを終えた。

参加者の声

Houlihan Lokeyの伊丹さん
「今の業務は訴訟関係ですが、
以前はFCPAに関わる業務をし
ていました。今日は法律のアッ
プデートをしたくて参加。詳細
な説明で勉強になりました」

Kaga (U.S.A.), Inc.の野崎さん
「包括的な内容でとても参考に
なりました。最近ではコンプラ
イアンスが重視されています
ので、そのアップデート情報を
得るために参加しました」

新入会企業紹介 各部会からのお知らせInterviewReport Seminar
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　1966 年 に、GK
デザイングループの
一社である GK イン
ダストリアルデザ
イン研究所の駐在員
事務所として開設
された後、72 年に
現地法人として GK 
Design International 
Inc. が設立され、今日に至る。
　GK デザイングループは、1952 年設
立の総合デザインオフィス。グループ
を統括する「GK デザイン機構」を中
心に、日本国内の８社と、 GK Design 
International Inc. を含む海外４社によっ
て構成され、インダストリアルデザイン、
建築環境、グラフィックデザインなど幅
広い領域を対象としている。また調査研
究、企画開発、情報提供などソフト・ハー
ドにいたる一貫したデザインを柱とし、
国際的視野の下に活動を行っている。
　その中でも、GK Design International 
Inc. が主な業務としているのは、米国に
進出する日系企業へのデザインサービ
ス。米国人デザイナーと日本人デザイ
ナーのチームワークにより、インダスト
リアルデザイン、グラフィックデザイン、
企画開発など、米国市場および米国文化に
適したデザインサービスを提供している。

業務
内容 

GK Design International Inc.

「ロサンゼルスに拠点を構えてからほぼ
半世紀。現地コミュニティーへ恩返しを
したいと考え入会しました。JBA でデ
ザイン会社は異色の存在ではあります
が、微力ながらお役に立ちたいと存じて
おります」（Vice President の金子さん）

JBA
入会
動機

　 Round One Entertainment Inc. は、東
証一部上場の株式会社ラウンドワンの
100％子会社として、2010 年に設立さ
れた。
　事業内容は、ボウリング、アーケード
ゲーム、カラオケ、ビリヤード、ピンポン、
ダーツ等を設置した屋内型複合アミュー
ズメント施設の運営で、本社を置くロサ
ンゼルスを含め、15 年７月現在カリフォ
ルニア州、イリノイ州、テキサス州、ワ
シントン州に７店舗を展開する。年間７
～８店舗のペースで全米へ出店してお
り、近くサンノゼやマサチューセッツ州
にも開店予定である。

業務
内容 

Round One Entertainment Inc.

「米国に進出して間もない弊社ですが、
JBA を通じて他の日系企業の皆様との
交流を深めることによって日々の業務を
円滑に進めると共に、情報や意見の交
換ができればと思い入会させていただ
きました」（Executive Vice President & 
C.F.O. の田邊さん）

JBA
入会
動機

DATA
4007 Paramount Blvd. Suite 110
Lakewood, CA 90712
☎ 562-496-1445
Web：http://gkdi.com
責任者： 金子太郎（Vice President）
従業員数：9 名
他の営業拠点：ジョージア州ケネソー

DATA
1600 S. Azusa Ave. Suite 285
City of Industry, CA 91748
☎ 626-964-7344
FAX：626-404-2759
Web：www.round1usa.com 
責任者：田邊憲昭（Executive Vice President & C.F.O.）
従業員数：約 300 名
他の営業拠点：カリフォルニア州、イリノイ州、テキサ
ス州、ワシントン州

金子さん

新 入 会 企業
紹介

　本校では、各
分野からのスペ
シャリストをお
招 き し、 指 導・
講演を行って頂
くことがありま
す。学習の一環として取り入れることで、
子どもたちが好奇心をもって自ら学ぼう
とする力を育てる目的です。地域の歯科医
院にご協力を頂き例年 6 月に行っている
のが、幼稚部の歯磨き指導です。大きな
歯の模型や紙芝居などを通して、歯磨き
の大切さを教えて頂きました。
　また、サンタモニカ校高等部では、6
月 27 日 に Bushiroad USA Inc. の Chief 
Operating Offi  cer 西原優氏にご講演頂き
ました。Bushiroad は、日本に限らずア
メリカでも人気のトレーディングカード
ゲームを開発・販売されている会社です。
一つの商品が出来上がるまでの流れや、
仕事の楽しさや難しさなどをお話し頂き
ました。カードゲームということで、半
数近くの生徒にとっては馴染み深く、ま
た西原氏の語る軽妙で興味深いエピソー
ドに聞き入っていました。デジタルとア
ナログの両方の特性を生かした仕事であ
り、またその楽しさが伝わる講演で、生

徒個々が持つ
将来の夢や目
標をより大き
く膨らませる
刺激になりま
した。

あさひ学園だより
外部講師による指導・講演

あさひ学園事務局
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　3 地域部会合同企画、ゴミ拾いハイキン
グの 2015 年度の第 1 回を 6 月 21 日に実
施いたしました。
　今回も多くの方に参加いただき、サン
タモニカ近くの Will Rogers State Historic 
Park のトレイル約 4 マイルを歩いて、ペッ
トボトル、瓶、ティッシュ、衣類などさま
ざまなゴミを拾ってまいりました。大変暑
い日でしたが皆さん元気に活動していただ
き、予想した以上の大量のゴミを集めるこ
とができました。やはり、住宅地に近いト
レイルはゴミが多いようです。
　JBA 各地域部会の T シャツを着た 35 人
の団体がゴミ拾いを行うことはやはり目立

つようで、行き交うハイカーたち
や公園のレンジャーに “Thank you 
for the cleaning work!” “Good Job!”
といった声をかけていただきまし
た。地域貢献イベントとしての手
応えを感じられたように思います。
　 さ ら に、 今 回 は Fujisankei Communi-
cations International （FCI）からの取材が
あり、ＦＣＩの朝の番組で本イベントを紹
介していただきました。本イベントの知名
度の向上につながっていけばと思っていま
す。
　ゴミ拾いハイキングは今期もあと 2 回
実施されます（11 月と 2 月の予定）。ボラ

ンティア活動に興味がある方、ハイキング
を始めてみたい方、ぜひご参加ください。
私個人は残念ながら今夏に帰任しますが、
本イベントは私がさまざまな人たちやカリ
フォルニアの山々と出会うきっかけとなり
ましたので、強い思い入れがあります。こ
れからも本イベントがずっと続いていくこ
とを願っています。

ゴミ拾いハイキング報告
文：Isuzu North America Corporation・藤本祐太郎さん

地域部会合同

　6 月 28 日（ 日 ） に、JBA オ レ ン ジ
カウンティ地域部会主催の下、ニュー
ポートビーチ市にて「環境自然センター

（Environmental Nature Center）でのガー
デニング体験とピクニック」に家族で参
加させて頂きました。私はもともと土いじ
りが好きなので興味があり、また子どもた
ちにとって良い経験になるのではないかと
思ったのが参加のきっかけでした。
　当日、受付時に子どもの参加者にバケツ
とお菓子がプレゼントされました。この思
いがけないプレゼントに我が家の２人の娘
たちはがっちり心を掴まれたのは言うまで

もありません。
　雑木林の散歩道を歩き、ガーデニ
ング地点に到着すると、まずは除草
作業からスタートです。てっきり花
の苗を植えるものと勘違いしていた
私は少々拍子抜けしましたが、目の
前に拡がる雑草を前に気合いを入れ
て作業を開始しました。いざ始めてみると、
これが意外と面白く、娘たちも競うように
草を抜いていきます。地面を覆っていた雑
草がなくなり、土面が見えてくる喜びを感
じながらの作業でした。疲労はあったもの
の、作業を通じて他の参加者家族との交流

もあり、大人も子どもも役割分担を
した連携プレーで充実感と達成感を
得ることができました。
　それから子どもたちを中心に苗木
が植えられました。いずれ日本に帰
国する私たちにとって子どもたちの
手で植えられた苗木が、アメリカの
地で根付き、成長するのかと思うと
感慨深いものがあり、改めてこのイ
ベントに参加できたことをうれしく

思いました。
　その後、施設内で飼育されている蝶を観
察したり、蛇や蛙に触れたりするなど、思
いがけず楽しい体験ができ、娘たちは大興
奮で喜んでおりました。
　ひと通り施設内を散策した後は、お待
ちかねのピクニック。汗をかいた後の昼食
は格段においしく、お腹いっぱいピザやフ
ルーツをいただき、我が家はもちろん、他
の参加者たちも皆、笑顔で楽しい時間を過
ごしておられました。
　最後に、このような機会を設けて頂いた
JBA 様にこの場をお借りして、お礼を申し
上げます。来年もぜひ参加させて頂きたい
と思っております。ありがとうございまし
た。

「ENCでのガーデニング体験とピクニック」への参加
文：KAGA (U.S.A.), INC.・中田尚将さん

オレンジカウンティ地域部会
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新入会員

ビーチクリーンアップ
サウスベイ地域部会

（土）

9/19

第187回ビジネスセミナー
企画マーケティング部会

（金）

9/4 第52回JBAソフトボール大会
企画マーケティング部会

9/12、13
19、20（土、日）

（日）

サーカス鑑賞
オレンジカウンティ地域部会

8/2

（土）

現地校セミナー
オレンジカウンティ地域部会

9/26

（日）

カタリナ島日帰りツアー
オレンジカウンティ地域部会

8/16

各イベントの詳細は、各部会からのお知らせ、およびウェブサイトをご参照ください

8月 9月 のJBAイベントカレンダー


